
平成２８年度 第１回岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会 次第 
 
 
 

日時：平成２９年３月１０日(金) １３時３０分～ 
 
場所：岡山県市町村振興センター ４階 中会議室 

 
 
○事務局長挨拶 
 
○開  会 
 
○議  題 
 
  １ 岡山県の後期高齢者医療制度の概況について 
 
  ２ 制度改正について 
 
  ３ その他 
 
 
○閉  会 
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１．被保険者の状況

（１）被保険者数の推移 被保険者数の推移

（単位：人）

（２）被保険者の年齢区分別内訳（７月末時点） 平成２８年度 被保険者の年齢区分別内訳

（単位：人）

1

被保険者数
(７月末時点)

238,525

243,888

248,460

254,382

259,528

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度 263,571

263,998

251,275

253,343

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

274,231

267,364

265,048

15,221

14,779

13,803

13,945

13,789

13,773

現役並み所得者
（３割負担）

222,024

228,667

233,681

240,579

245,583

249,782

７５歳以上

261,418

障害認定
（６５歳～７４歳）

自己負担区分別内訳 資格別内訳

271,201

6,717

5,920

5,332

4,779

4,306

3,030

3,366

3,906

3,630

14,021

13,861

231,808

237,968

243,128

249,603

255,222

259,665

260,370

16,501

一般被保険者
（１割負担）

年齢区分

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳～７９歳

８０歳～８４歳

８５歳～８９歳

９０歳～９４歳

９５歳～９９歳

１００歳～

248,460 254,382 259,528

6,040

955

6,287 6,458

18,976

計

20,036 20,940

39,345

17,718

5,413

797

238,525

平成21年度

2,164

3,756

97,655

73,840

平成20年度

2,520

4,197

98,284

70,251

41,903

17,847

5,825

898

243,888

平成28年度

1,901

3,431

97,783

75,593

43,781

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

1,095 1,067 1,118 1,152

3,298 3,093 2,811 2,563 2,248 1,878

1,481 1,213

97,187 94,974 94,185 96,298

77,773 79,846 82,003 81,619 82,059 82,816

98,098 98,046

22,242 23,652 24,787 26,517

46,407 48,872 50,617 53,469 54,859 56,857

263,571 265,048 267,364 274,231

6,490 6,482 6,909 7,403

1,002 1,060 1,126 1,222 1,199 1,310

238,525

243,888

248,460

254,382

259,528

263,571
265,048

267,364

274,231

235,000

240,000

245,000

250,000

255,000

260,000

265,000

270,000

275,000

280,000

（人）

６５歳～６９歳
0.4%

７０歳～７４歳
0.7%

７５歳～７９歳
35.1%

８０歳～８４歳
30.2%

８５歳～８９歳
20.7%

９０歳～９４歳
9.7%

９５歳～９９歳
2.7%

１００歳～
0.5%



２．医療費等の状況

（１）総医療費及び給付費の実績

年 度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

対 象 期 間 Ｈ20.4～Ｈ21.2 12か月相当に換算 Ｈ21.3～Ｈ22.2 Ｈ22.3～Ｈ23.2 Ｈ23.3～Ｈ24.2 Ｈ24.3～Ｈ25.2 Ｈ25.3～Ｈ26.2 Ｈ26.3～Ｈ27.2 Ｈ27.3～Ｈ28.2

総 医 療 費 196,073,873,709 213,898,771,319 224,592,671,344 235,007,250,664 243,263,865,934 247,593,541,217 254,198,906,501 256,849,159,287 266,259,155,766

一 人 当 た り 医 療 費 819,073 894,300 919,301 941,875 953,778 950,678 963,528 967,661 991,780

一人当たり医療費（年報） 818,981 918,570 940,887 952,344 949,318 960,804 966,260

一人当たり医療費（全国平均） 785,904 882,118 904,795 918,206 919,452 929,573 932,290

給付費（保険者負担） 178,520,851,709 194,750,020,046 205,583,859,759 215,759,351,779 223,591,955,206 227,919,060,300 234,139,911,784 236,864,317,942 246,097,414,026

一 人 当 た り 給 付 費 745,748 814,240 841,495 864,732 876,649 875,134 887,495 892,370 916,680

平 均 被 保 険 者 数 239,385人 239,180人 244,308人 249,510人 255,053人 260,439人 263,821人 265,433人 268,466人

総医療費及び給付費の実績 一人当たり医療費及び給付費の実績

2

平成２０年度

2,139

2,246

2,350

2,433

2,476

2,542

2,568

2,663

1,948

2,056

2,158

2,236

2,279

2,341

2,369

2,461

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

（億円）

総医療

費

894,300

919,301

941,875

953,778

950,678

963,528

967,661

991,780

814,240

841,495

864,732

876,649

875,134

887,495
892,370

916,680

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000

960,000

980,000

1,000,000

一人当たり医療費

一人当たり給付費

（円）



（２）平成２７年度給付費内訳

（単位：円）

入院 121,446,133,444 医科入院

入院外 71,446,831,095 医科入院外

7,968,066,042 歯科

35,991,135,748 調剤

5,082,043,076 ※その他療養費の内訳 （単位：円） その他

707,469,003 1,647,446

620,579,077 867,515

511,885,500 230,193,577

2,068,660,087 190,524,229

254,610,954 77,126,000

246,097,414,026 11,526,733

3

一般診療

医科

歯科

調剤

食事・生活

訪問看護

高額介護合算療養費 鍼 灸

合 計 食事標準・割合・限度負担差額

柔整 海外診療

その他療養費 ※ 補装具

高額療養費（償還） マッサージ

医科入院

49%

医科入院外

29%

歯科

3%

調剤

15%

その他

4%



（３）診療件数の推移

診 療 月 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

３月 559,861 585,666 596,604 617,136 633,666 648,425 661,323

４月 508,489 560,672 574,027 595,187 609,479 635,718 642,980 659,378

５月 511,605 552,747 565,419 591,685 621,996 639,734 644,904 647,690

６月 516,166 571,835 581,071 601,129 620,177 630,921 642,338 666,285

７月 532,101 574,025 583,233 599,394 624,512 652,308 654,551 667,485

８月 556,999 558,917 572,243 602,558 618,241 632,103 634,763 647,512

９月 527,790 561,204 571,494 596,430 609,478 624,776 647,084 651,790

１０月 564,578 576,445 583,344 606,539 637,674 645,494 657,113 674,232

１１月 529,892 554,621 582,411 602,729 621,744 635,963 633,343 651,476

１２月 562,026 573,932 588,740 611,629 627,216 646,286 660,634 675,985

１月 529,705 549,713 560,601 585,417 609,538 623,565 635,190 644,765

２月 530,341 588,894 586,434 615,457 625,698 632,629 650,037 668,893

合計 5,869,692 6,782,866 6,934,683 7,204,758 7,442,889 7,633,163 7,751,362 7,916,814

508 512 516

532

557

528

565

530

562

530 530

560 561
553

572 574

559

561

576

555

574

550

589
586

574
565

581 583
572 571

583 582
589

561

586
597 595 592

601 599 603
596

607 603
612

585

615617
609 622

620 625
618

609

638

622 627

610

626
634 636 640 631

652
632

625

645
636

646

624
633

648 643 645 642
655

635 647

657

633

661

635

650
661 659 648

666 667
648 652

674

651

676

645

669

490

540

590

640

690

740

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

千件

Ｈ20 Ｈ21

Ｈ22 Ｈ23

Ｈ24 Ｈ25

Ｈ26 Ｈ27

4

－



（４）給付費の推移

診 療 月 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

３月 17,269,178,731 18,420,995,001 19,162,721,797 19,567,824,024 19,666,893,610 19,979,087,024 20,928,872,202

４月 15,729,914,993 17,060,171,667 17,924,258,135 18,628,941,309 18,623,890,485 19,564,965,274 19,647,594,726 20,457,210,425

５月 15,892,840,733 16,754,078,826 17,413,531,418 18,254,504,482 19,245,411,539 19,786,800,779 19,876,163,766 19,738,377,192

６月 15,781,288,408 17,184,982,782 18,001,229,495 18,456,897,774 18,747,304,664 18,979,125,677 19,422,426,098 20,391,989,303

７月 16,749,725,633 17,698,058,641 18,370,595,042 18,458,225,121 19,026,498,409 20,133,464,582 20,225,085,114 20,701,686,315

８月 16,321,732,102 16,881,679,967 17,899,664,471 18,694,997,811 18,923,354,528 19,503,517,405 19,298,398,693 19,945,753,678

９月 16,009,337,781 16,681,855,578 17,666,100,282 18,175,687,393 18,056,618,160 18,637,485,432 19,398,899,079 19,805,944,947

１０月 16,786,516,218 17,637,247,489 18,081,152,536 18,747,786,976 19,714,706,764 19,811,188,463 20,361,621,191 21,120,658,325

１１月 15,765,618,401 16,770,691,188 18,002,164,443 18,565,266,329 19,250,538,847 19,559,996,960 18,960,319,371 20,077,194,920

１２月 17,144,212,458 17,644,695,246 18,482,064,536 19,011,014,713 19,343,813,671 20,030,168,307 20,126,691,921 21,267,223,246

１月 16,586,296,752 17,074,773,110 18,012,852,986 18,543,961,953 19,073,810,027 19,610,418,371 20,077,597,078 20,876,219,246

２月 15,753,368,230 16,926,446,534 17,484,743,434 18,891,949,548 18,345,289,182 18,855,886,924 19,490,433,881 20,786,284,227

合計 178,520,851,709 205,583,859,759 215,759,351,779 223,591,955,206 227,919,060,300 234,139,911,784 236,864,317,942 246,097,414,026

157 159 158

167
163

160

168

158

171
166

158

173
171

168
172

177

169 167

176

168

176

171 169

184
179

174

180
184

179
177

181 180
185

180

175

192

183 185 185 187 182
187 186

190
185

189

196

186

192
187

190 189

181

197
193 193

191

183

200
196

199
194

202

193
194

204

190

201 201

195

209
205

197

204
207

199
198

211

201

213
209 208

150

160

170

180

190

200

210

220

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

億円

H20 H21

H22 H23

H24 H25

H26 H27

4

5

－



３．保険料収納状況及び収納対策

（１）保険料率

平成20・21年度 平成22・23年度 平成24・25年度 平成26・27年度 平成28・29年度

43,500円 44,000円 45,000円 46,300円 49,200円

7.89% 8.55% 8.97% 9.15% 9.87%

（２）保険料収納実績

滞納繰越分 不納欠損

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２７年度 平成２７年度

特別徴収 8,896,320,400 8,763,052,900 9,620,597,200 9,843,190,300 10,263,993,400 10,599,437,200 10,639,623,500 10,232,006,800

普通徴収 5,059,256,400 5,384,205,300 5,256,006,500 5,330,778,400 5,928,559,900 5,856,101,000 6,005,450,700 6,194,541,900

合計 13,955,576,800 14,147,258,200 14,876,603,700 15,173,968,700 16,192,553,300 16,455,538,200 16,645,074,200 16,426,548,700 167,517,743

特別徴収 8,896,270,700 8,763,052,900 9,620,597,200 9,843,190,300 10,263,993,400 10,599,415,500 10,639,623,500 10,232,006,700

普通徴収 4,922,088,234 5,264,090,835 5,142,777,600 5,232,733,885 5,828,749,858 5,760,314,275 5,917,797,300 6,107,444,016

合計 13,818,358,934 14,027,143,735 14,763,374,800 15,075,924,185 16,092,743,258 16,359,729,775 16,557,420,800 16,339,450,716 62,983,528

特別徴収 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 99.99

普通徴収 97.28 97.76 97.84 98.16 98.31 98.36 98.54 98.59

合計 99.01 99.15 99.23 99.35 99.38 99.41 99.47 99.46 37.59

参考：賦課対象者数の均等割軽減内訳（平成２７年度）

（３）保険料軽減対象者被保険者数

（単位：人）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

256,892 264,459 269,224 274,966 277,326 278,648 283,282

９割 44,719 45,860 46,461 46,510 46,422 46,129 46,851

８.５割 44,891 48,484 51,037 53,085 53,985 56,240 59,129

５割 7,699 8,142 8,422 8,837 9,283 23,848 27,239

２割 18,714 20,078 21,380 22,988 24,679 21,930 25,031

被扶養者に
対する軽減
（９割）

36,598 36,131 35,248 34,294 33,075 31,711 30,599

25,171 26,659 27,989 30,834 31,857 31,481 33,277

6

所得割軽減

均
等
割
軽
減

被保険者数

普通徴収

28,587,651
収納額
（円）

普通徴収

収納率
(%)

普通徴収

調定額
（円）

均等割額

所得割率

現年度分

軽減対象外

94,433人
33%

9割軽減

46,851人
16%

8.5割軽減

59,129人
21%

5割軽減

27,239人
10%

2割軽減

25,031人
9%

被扶養者

軽減（9割）

30,599人
11%

賦課対象者数

283,282人



（４）短期被保険者証発行状況

発 行 者 数

１４４人

９２人

１１４人

８２人

１１４人

８４人

１２１人

８６人

２００人

１４１人

２３２人

１５２人

２０２人

１４８人

２０２人

（５）差押の状況

年 度 件 数 金額（千円）

21 36 3,865

22 77 14,749

23 121 25,697

24 172 21,514

25 190 22,536

26 317 26,287

27 320 16,398

7

平成２７年８月１日現在 ２６７，３６４人（平成２７年７月末）

平成２８年２月１日現在 ２７０，４７１人（平成２８年１月末）

平成２８年８月１日現在 ２７４，２３１人（平成２８年７月末）

平成２６年２月１日現在 ２６４，２８８人（平成２６年１月末）

平成２６年８月１日現在 ２６５，０４８人（平成２６年７月末）

平成２７年２月１日現在 ２６６，０３３人（平成２７年１月末）

平成２４年８月１日現在 ２５９，５２８人（平成２４年７月末）

平成２５年２月１日現在 ２６２，２８２人（平成２５年１月末）

平成２５年８月１日現在 ２６３，５７１人（平成２５年７月末）

平成２３年２月１日現在 ２５１，７３１人（平成２３年１月末）

平成２３年８月１日現在 ２５４，３８２人（平成２３年７月末）

平成２４年２月１日現在 ２５６，７０７人（平成２４年１月末）

平成２１年８月１日現在 ２４３，８８８人（平成２１年７月末）

平成２２年２月１日現在 ２４５，５４５人（平成２２年１月末）

平成２２年８月１日現在 ２４８，４６０人（平成２２年７月末）

市町村から届いた収納情報をもとに、基準日(年２回）までに納期限の到来した保険料で１期でも未納のある者を短期被保険者証交付対象者一覧として、市町村へ提供。

市町村はそのリストをもとに短期証対象外者を選定、広域連合へ報告し、納付状況の改善が見込めない者に対し、納付相談の機会を確保するため、有効期限が通常より短い（６か月）短期被
保険者証を発行し、各市町村の判断により納付相談を実施しています。

発 行 状 況 被 保 険 者 数



４．健康診査の状況

◯健診受診者状況

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

受 診 率 12.52% 11.52% 10.64% 10.61% 10.58% 10.03% 9.90% 13.20%

受診率（全国） 20.70% 21.90% 22.70% 23.70% 24.50% 25.10% 26.00% 27.60%

対 象 者 数 237,780人 242,883人 247,507人 245,520人 250,353人 254,892人 256,242人 255,834人

受 診 者 数 29,760人 27,977人 26,344人 26,052人 25,935人 25,564人 25,365人 33,768人

238千人

243千人

248千人

246千人

250千人

255千人

256千人
256千人

12.52%

11.52%

10.64% 10.61%

10.58% 10.03% 9.90%

13.20%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

235

240

245

250

255

260

千人

対象者数

受診率

8



５．医療費適正化のための取り組み状況

（１）医療費通知の送付

年２回送付 ８月下旬（対象期間 ： １０月診療～３月診療分）
２月下旬（対象期間 ： ４月診療～９月診療分）

※平成２１年度は１回のみ送付

（２）柔道整復師の施術等の医療費適正化事業及び不当・不正利得による返還請求

「参考」マッサージ、はり・きゅう療養費不正・不適切請求額返還実績（全国第12位）

年度

件数

金額 ※2016年10月25日 共同通信社記事資料より

（３）第三者行為による傷病について

9

416

33,053,549

交通事故など第三者(加害者)の不法行為により被保険者(被害者)が傷害を受け保険診療を受けた場合、加害者(損害保険会社)に対して不法行為分にかか
る保険給付費を請求しています。

65,854,43331,648,0592,908,709

平成２８年度

平成２８年度

(単位：円）

療養費(柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージ)にかかる支給申請書の内容点検を行い、過誤、不正請求があった施術所に対し療養費の返還請求
を行うことにより、保険給付の適正化を図っています。

また、平成27年度以降、長期及び頻回受診者への啓発文書を年１回以上通知しています。
なお、療養費に限りませんが、負担割合等の変更に伴う一部負担金等の差額について被保険者に対し支給勧奨、返還請求を行っています。

403,617,919

176

164,405,241

件 数

金 額

件 数

金 額

485,531

平成２７年度

504,050

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

平成２５年度

345

322,233,422

平成２６年度

226

96,518,649

平成２７年度

※医療機関による不当・不正利得も含んでおります。

平成２２年度平成２１年度

(単位：円）

平成２１年度 ※ 平成２２年度

223,576,012

294 269 358

263,146,428 334,500,254 249,712,490

【事業概要】

【実施時期】

【 実 績 】

平成２４年度

333

平成２３年度

238,851 462,911 474,551

平成２２年度 平成２３年度

23 131

受診年月、医療機関等の名称、受診日数、医療費総額、食事療養費に間違いがないかを確認していただいたり、被保険者自身の健康管理などに活用して
いただいています。通知の内容を確認していただくことにより医療給付にかかるコスト意識をもっていただき、医療保険財政の健全な運営に結びつけるこ
とを目的にお届けしています。

平成２８年度平成２４年度 平成２５年度

494,930

平成２６年度

496,399件 数

238

2011～16年度

769

22,382,267

248

平成２３年度

276

304,343,108



（４）レセプト点検

（５）後発医薬品（ジェネリック医薬品）使用促進

（６）長寿・健康増進事業

長寿・健康増進事業実施状況（平成25年度～ ）

※平成25年度より事業開始

（７）低栄養防止・重症化予防事業

※平成28年度より事業開始
10

後発医薬品(ジェネリック医薬品）は、先発医薬品(新薬)と治療学的に同等であるものとして先発医薬品の特許が切れた後に他の製薬会社により製造販
売されるため、一般的に開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。

厚生労働省から使用促進に積極的な取り組むよう通達があり、平成２２年度の被保険者証年次更新時に「ジェネリック医薬品希望カード」が付いた啓発
用リーフレットを全被保険者へ送付しました。

以後、新たに被保険者となられた方に対しても被保険者証と一緒に送付しています。
また、市町村の後期高齢者窓口に配架し利用促進を図るとともに、平成28年度より後発医薬品差額通知事業を行っております。

国の特別調整交付金に基づいた補助事業で、被保険者の健康づくりのために積極的に補助事業の推進を行い、国の補助対象となった市町村へ補助金を交
付するものです。健康診査の追加項目や人間ドック等の費用助成などが代表的なものです。

平成26年10月より肺炎球菌ワクチンが定期接種になったため補助事業ではなくなったことから、平成27年度の補助実施市町村の数が大幅に減少しました
が、今後の活用が期待できる事業です。

年度 平成28年度（見込）

実施市町村数 1

11
21,602,371

平成28年度（見込）
12

25,470,289

年度
実施市町村数
補助金額

国の補助事業で、低栄養、筋量低下等による心身機能の低下の予防・生活習慣病等の重症化予防等を行うため、被保険者に
対して専門職による訪問指導を行うもので、平成28年度から実施しております。今後、効果が期待できる事業です。

37.98% 40.54% 40.63%

補助金額

普及率（価格）広域

普及率（数量）全国 56.40% 65.20% 未発表

平成28年度
20,359差額通知件数

1,800,000

(単位：円）

(単位：円）

平成25年度
23

5,297,342

平成26年度
21

49,583,510

平成27年度

13.10%

平成２６年度
56,616

198,689,880

平成２７年度
53,431

209,597,730

診療報酬明細書（レセプト）は、診療月毎に保険医療機関から審査支払機関（国民健康保険団体連合会）に提出され、審査・支払を経た後に保険者に送
付されます。

レセプト点検では資格点検，内容点検など二次的な確認事務を行います。
資格点検では、転出などによる資格喪失後の受診などの点検を行い、内容点検では、審査支払機関での審査誤りや見落としなどの点検、数か月のレセプ

トを並べて比較する縦覧点検、同一診療月のレセプトを並べて比較する横覧点検、医科・歯科レセプトと調剤レセプトとの突合点検、医療給付と介護給付
の突合チェックなどを行い、保険給付の適正化を図っています。

平成２８年度平成２４年度
53,909

249,319,080

再審査結果 平成２５年度
50,19964,017 70,498査定件数

(単位：円）

167,058,772査定金額 410,429,420 434,610,764

50.60%普及率（数量）広域

平成28年5月
64.09%

平成28年10月
66.15%

平成28年11月
66.64%

平成26年度

平成２２年度 平成２３年度



高齢者医療制度に係る制度改正について  



所
得
割
・均
等
割
の
軽
減 

元
被
扶
養
者
の
軽
減 

※ 保険料額は、平成28・29年度岡山県保険料率により算出（年額）。 ※ 応能分（所得割）は、個人で判定、個人で賦課。応益分（均等割）は、世帯で判定、個人で賦課。 
  

後期高齢者の保険料軽減特例の見直しについて 

応
益
分 

〔
均
等
割
〕 

応
能
分 

〔
所
得
割
〕 

所得割 賦課せず 

5割軽減 
（5割軽減分は 

  地方財政措置） 

9割軽減 4,900円 

資格取得後2年間 3年目以降 

約 3 万人 
（約3億円（国費）） 
（約3億円（地財）） 

所得割 賦課せず 

5割軽減 

7割軽減 14,700円

資格取得後2年間 3年目以降 

所得割 賦課せず 

5割軽減 

資格取得後2年間 3年目以降 

5割軽減 

24,600円 
1,890円 1,890円 

所得割 賦課せず 

5割軽減 

資格取得後2年間 3年目以降 

24,600円 49,200円 

[29年度] [30年度] [31年度～] 

  

2割軽減 

5割軽減 7割軽減 

5割軽減 

28,600円 

9割軽減 

4,900円 
8.5割軽減 

7,300円 
24,600円 39,300円 

約  5 万人 
約  5 億円 約  7 万人 

約  5 億円 

約  3 万人 
約  5 億円 

応
能
分 

 

〔所
得
割
〕 

応
益
分 

 

〔均
等
割
〕 

80 153 168 211 221 264 
年金 
収入 
(万円) 

※年金収入額は、夫婦世帯における夫の年金収入の例（妻の年金収入80万円以下の場合）。 

［現行］ 

  

2割軽減 

5割軽減 7割軽減 

2割軽減 

45,700円 

9割軽減 

380円 
8.5割軽減 

570円 1,890円 3,020円 

80 153 168 211 221 264 
年金 
収入 
(万円) 

  

2割軽減 

5割軽減 7割軽減 

9割軽減 

380円 
8.5割軽減 

570円 1,890円 3,020円 

80 153 168 211 221 264 
年金 
収入 
(万円) 

均等割は、 

・ 既加入者とあわせて新規加入者にも特例適用。 

・ 介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわ
せて見直す。 

・・・ 

賦課開始時期を引き続き検討。 

後期高齢者の保険料軽減特例の見直しについて 

予算措置による特例的な軽減 法令上の軽減 現在の保険料額 

制度概要 

○ 後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応じた保険料軽減が設けられている（青色部分）。 
○ 制度施行に当たり、激変緩和の観点から、平成20年度以降毎年度、予算による特例措置を実施している（赤色部分）。 
○ 軽減特例の対象者は916万人、当該軽減に要する費用は、国費が945億円、地財措置が159億円。（平成28年度予算） 

見直し内容 

○ 所得割は、平成29年度に２割軽減、平成30年度に本則（軽減なし）とする。 
○ 均等割は、低所得者に配慮して今般は据え置きとし、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給とあわせて見直す。 
○ 元被扶養者の所得割は、当面は賦課せず、賦課開始時期を引き続き検討。 
○ 元被扶養者の均等割は、平成29年度に７割軽減、平成30年度に５割軽減、平成31年度に本則（軽減なし）とする。 

- 1 -



＜参考＞後期高齢者の保険料軽減特例の見直しの考え方 

 ○ 後期高齢者の保険料は、現役世代の保険料に比べ上昇幅が抑えられている。今後高齢者の増加に
伴い多額の予算措置が必要になることが見込まれる中、制度の持続性を高める観点から見直し 

趣旨 

○ 保険料の均等割部分を９割・8.5割軽減する特例は、低所得者に配慮して当面継続し、将来、介護保
険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給といった負担減施策と合わせて見直しを実施する予
定 

○ 低所得者に配慮し、新規加入者にも軽減特例を適用する 

均等割（低所得者） 

 ○ 保険料の所得割部分を５割軽減する特例は、負担能力に応じた負担の観点から、激変緩和も考慮し、
段階的に、29年度は２割軽減とし、30年度から本則に戻す 

所得割 

 ○ 元被扶養者の保険料の均等割を９割軽減する特例は、一定の負担能力のある方も含めて一律に負
担を軽減する制度となっており、また、低所得の場合は、軽減特例がなくなったとしても、別に低所得者
に対する軽減措置もある 

 ○ このため、世代内の公平の観点から、急激に負担が増える方に配慮し、段階的に、29年度は７割軽
減、30年度は５割軽減とし、31年度から本則に戻す 

 ○ なお、軽減特例がなくなっても、元被扶養者約３万人のうち、約15,900人の方は引き続き低所得者とし
て軽減特例の対象となる点に留意（約15,900人のうち、約7,600人の方は９割軽減、約8,300人の方は

8.5割軽減（年あたり2,400円増）となる） 

均等割（元被扶養者） 
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○現行（70歳以上） 

区分（年収） 
限度額 

（世帯※1） 
外来 

(個人) 

年収約1160万円～ 
標報83万円以上 
課税所得690万円以上 

252,600円 + 1％ 
＜140,100円＞ 

年収770万～1160万円 
標報53～79万円 
課税所得380万円以上 

167,400円 + 1％ 
＜93,000円＞ 

年収370万～770万円 
標報28～50万円 
課税所得145万円以上 

80,100円 + 1％ 
＜44,400円＞ 

一般 

（年収156万～370万円） 

18,000円 
（年間上限
14.4万円） 

57,600円 
＜44,400円＞ 

住民税非課税 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000円 

○2段目（30年８月～） ○1段目（29年８月～30年７月） 

区分 
限度額 

（世帯※1） 
外来 

(個人) 

現役並み 57,600円 
80,100円 + 1％ 
＜44,400円＞ 

一般 
14,000円 
（年間上限
14.4万円） 

57,600円 
＜44,400円＞ 

住民税非課税 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000円 

区分 
限度額 

（世帯※1） 
外来 

(個人) 

現役並み 
（年収370万円以上） 

健保 
 標報28万円以上 
国保・後期 
 課税所得145万円以上 

44,400円 
80,100円 + 1％ 
＜44,400円＞ 

一般 
（年収156万～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 
 課税所得145万円未満 
※２ 

12,000円 44,400円 

住民税非課税 

8,000円 

24,600円 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 

15,000円 

※１ 同じ世帯で同じ保険者に属する者     ※２ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む 

＜ ＞内の金額は、過去12ヶ月に３回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目の限度額（多数回該当） 

高額療養費制度の見直しについて 

○ 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払っていただいた後、
月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から償還払い（※）される制度。 

（※）入院の場合や同一医療機関での外来の場合、医療機関の窓口での支払を自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みが導入されている。 

○ 自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定される。 

制度概要 

見直し内容 

○ 第１段階目（29年８月～30年７月）では、現行の枠組みを維持したまま、限度額を引き上げ。一般区分の限度額（世帯）については、多数回該当を設定。 
○ 第２段階目（30年８月～）では、現役並み所得区分については細分化した上で限度額を引き上げ。 一般区分については外来上限額を引き上げ。 
○ 一般区分については、１年間（8月～翌7月）の外来の自己負担額の合計額に、年間14.4万円の上限を設ける。 
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＜参考＞高額療養費制度の見直しの考え方 

 ○制度の持続可能性を高めるため、世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担の観点から見直し 

趣旨 

 ○ 負担能力や「90％以上の方が年に一度も外来特例に該当しない」という利用状況を考慮。激変緩和
のため二段階施行とし、急激に負担が増える方に配慮した上で、現役世代と同様の限度額とする 

現役並み所得者 

 【外来特例について】 
 ○ 激変緩和も考慮し、上限額を、まずは14,000円に、次に18,000円に段階的に引き上げる 
 ○ 年間通して外来特例に該当するような長期療養されている方の負担が増えないよう、年間の上限額

（14.4万円＝12,000円×12ヶ月相当）を創設する 
 ○ なお、外来特例は、一般区分の約78％の方は年に一度も該当せず、年に１回該当する方も約11％

と少ない割合となっている 
 ○ また、負担額は治療内容によるため、引き上げ額がそのまま負担額とはならない点に留意 

【限度額（世帯）】 
 ○ ４回目の該当から負担額を抑える「多数回該当」を設定した上で、限度額（世帯）を57,600円に引き

上げる。「多数回該当」により、従来から長期入院し、該当されている方は負担額に変化はなく、新規
に入院して該当する方の場合も、負担が増えるのは最大３か月分に止まる点に留意 

 ○ 医療と介護を合わせて利用し、高額の自己負担をされている方の年間の負担が増えないよう、高額
介護合算療養費制度の一般区分の年間上限額は据え置きとする 

一般区分 

 ○ 低所得者に配慮し、負担の限度額は据え置きとする 

住民税非課税（低所得者） 
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＜現行＞ 

70歳以上（注２） 

現役並み（年収370万円～） 
健保 
 標報28万円以上 
国保・後期 
 課税所得145万円以上 

６７万円 

一般（年収156～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 

 課税所得145万円未満（注１） 

５６万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 

市町村民税世帯非課税 
（所得が一定以下） 

１９万円（注３） 

（注１） 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 
（注２） 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。 
（注３） 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。 

70歳以上（注２） ［参考］70歳未満（注２） 

年収約1160万円～ 
標報83万円以上 
課税所得690万円以上 

２１２万円 ２１２万円 

年収770万～1160万円 
標報53～79万円 
課税所得380万円以上 

１４１万円 １４１万円 

年収370万～770万円 
標報28～50万円 
課税所得145万円以上 

６７万円 ６７万円 

一般（年収156～370万円） 
健保 
 標報26万円以下 
国保・後期 
 課税所得145万円未満（注１） 

５６万円 ６０万円 

市町村民税世帯非課税 ３１万円 

３４万円 
市町村民税世帯非課税 

（所得が一定以下） 
１９万円（注３） 

＜平成30年8月～＞ 

細分化＋ 
上限引き上げ 

据え置き 

高額介護合算療養費制度の見直しについて 

見直し内容 

○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。 
○ 一般区分については、限度額を据え置く。 

制度概要 

 ○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減
する制度。 

※ 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介
護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。 

※ 給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。 
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入院時の居住費（光熱水費相当額）の見直し

○ 65歳以上の医療療養病床に入院する患者の居住費について、介護保険施設や在宅との負担の公平化
を図る観点から、光熱水費相当額の負担を求めることとする。

○ ただし、難病患者については、居住費（光熱水費相当額）の負担を求めない。

（注）介護保険施設（老健・療養）の多床室に入所する低所得者（市町村民税非課税者）の居住費負担額（光熱水費相当額）は、
直近の家計調査の結果を踏まえ、平成27年４月に320円／日から370円／日に引き上がっている。

＜平成29年10月～＞ ＜平成30年４月～＞＜現行＞

65歳以上
医療療養病床

負担額

医療区分Ⅰ
（ⅡⅢ以外の者）

320円／日

医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の
高い者） 0円／日

難病患者

65歳以上
医療療養病床

負担額

医療区分Ⅰ
（ⅡⅢ以外の者）

370円／日

医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の
高い者）

200円／日

難病患者 0円／日

65歳以上
医療療養病床

負担額

医療区分Ⅰ
（ⅡⅢ以外の者）

370円／日
医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の
高い者）

難病患者 0円／日
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